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松前町病院事業運営協議会条例の一部を改正する条例制定について

松前町病院事業運営協議会条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。
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松前町病院事業運営協議会条例の一部を改正する条例

松前町病院事業運営協議会条例（平成２年松前町条例第２７号）の一部を次

のように改正する。

第３条第１項中「１５名」を「１０名以内」に改め、同条第２項第１号及び

第２号中「５名」を「３名以内」に改め、同項第３号中「５名」を「４名以内」

に改める。

附 則

この条例は、令和２年１２月２０日から施行する。





説明資料
松前町病院事業運営協議会条例の一部改正に係る新旧対照表

現 行 改 正 案

（組織） （組織）
第３条 協議会は、委員１５名 をもつて組織する。 第３条 協議会は、委員１０名以内をもつて組織する。
２ 委員は次の各号に掲げる区分により病院事業管理者(以下「管理 ２ 委員は次の各号に掲げる区分により病院事業管理者(以下「管理
者」という。)が委嘱する。 者」という。)が委嘱する。
（１） 学識経験者 ５名 （１） 学識経験者 ３名以内
（２） 公益代表者 ５名 （２） 公益代表者 ３名以内
（３） 受益者代表者 ５名 （３） 受益者代表者 ４名以内

附 則
この条例は、令和２年１２月２０日から施行する。

説 近年の人口減少に伴い、患者数等も変化している中で、松前町病院事業の簡素で効率的な運営を図るため、また、渡島総合振興局管内の委
明 員定数状況等も踏まえ、委員定数を見直し、条例を改正しようとするものであります。

※ が改正部分


